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案 件 番 号 案    件    名 提 出 課 ページ 

報告第９号 
専決処分した事件の承認について（令和６

年度上越市一般会計補正予算（専第１号）） 
総務課 1～3 

議案第８１号 

上越市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部改正について 

行政イノベーシ

ョン課 
4～8 

議案第７８号 
令和６年度上越市一般会計補正予算（第２

号） 
市民課 9 

 



所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 報告第９号 

提 出 課 総務課 

 

歳出科目（Ｐ68～Ｐ69） 2款 1項 32目 定額減税補足給付費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

定額減税補足給付金事業 0 1,571,028 1,571,028 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

国庫支出金      1,571,028 

 

 職員手当等          2,600 

需用費                394 

役務費              4,134 

委託料            102,000 

負担金補助及び交付金 

                1,461,900 

 

【補正理由】 

国がデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として行う 1 人 4 万

円の定額減税において、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して、物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用した定額減税補足給付金（調整給付）を支給する補正

予算を専決処分したもの（5月 8日専決補正） 

 

【補正内容】 

（歳入） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

国庫支出金 
物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金 
0 1,571,028 1,571,028 

 

（歳出） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

職員手当等 時間外勤務手当 0 2,600 2,600 

需用費 修繕料 0 394 394 

役務費 
通信運搬費 0 68 68 

手数料 0 4,066 4,066 

委託料 
定額減税補足給付金（調整給付）

支給業務委託料 
0 102,000 102,000 

負担金補助

及び交付金 
定額減税補足給付金（調整給付） 0 1,461,900 1,461,900 

計 0 1,571,028 1,571,028 

 

＜主な事業費＞ 

・修繕料  394 

電話交換機の主装置設置・調整作業、電話機取付作業など 

・手数料  4,066 

振込手数料など 
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・定額減税補足給付金（調整給付）支給業務委託料  102,000 

定額減税補足給付金（調整給付）支給に係る確認書発送、受付、審査、支払データの作

成など支給業務一式を委託 

・定額減税補足給付金（調整給付）  1,461,900 

 

＜定額減税補足給付金（調整給付）の概要＞ 

⑴ 給付対象者 

次の①又は②のいずれかに該当する納税義務者であって、令和 6 年 1 月 1 日時点で上

越市に住所を有する人で、①においては、令和 5年分所得税に係る合計所得金額が 1,805

万円を超える人を除き、②においては、令和 6 年度分個人住民税所得割に係る合計所得

金額が 1,805万円を超える人を除く。 

① アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納

税義務者 

ア 3 万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に一を加えた

数を乗じて得た額 

イ その者の令和 6年分所得税額として推計した令和 5年分の所得税額 

② ウに掲げる金額がエに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者 

ウ 1 万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者の数に一を加えた

数を乗じて得た額 

エ その者の令和 6年度分個人住民税所得割の額 

＜参考＞ 

対象納税義務者見込み  36,376人（令和 6年 5月 1日現在） 

⑵ 給付額 

次に掲げる額の合算額（1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には

切り上げる。）とする。 

① ⑴-①-アに掲げる金額から⑴-①-イに掲げる金額を差し引いて得た額（当該額が

零を下回る場合には、零とする。） 

② ⑴-②-ウに掲げる金額から⑴-②-エに掲げる金額を差し引いて得た額（当該額が

零を下回る場合には、零とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 申請方法 

郵送申請方式又はオンライン申請方式 

⑷ 申請受付期間 

確認書発送日から 10月 31日（木）まで 

⑸ スケジュール 

6月 3日   事務処理基準日 

6月下旬   確認書発送、受付、審査 

7月中旬   第 1回目給付金支給 

10月 31日  申請期限 
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⑹ 事務体制 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ その他 

・事務処理センター、コールセンター、相談窓口センターについては、三和区総合事務

所に設置 

・定額減税補足給付金（調整給付）については、給付の算定において「令和 6 年分推計

所得税額」を活用するなど、実額による算定ではないことを踏まえ、令和 6 年分所得

税及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、追

加で当該納税者に不足分の給付を行う。 

 

税務課 総務課 受託者 

・対象者データの抽出 
・給付額の算出 

・業務全体の統括 
・受託業者の選定・調整 
・関係課等との調整など 

・事務処理センター 
・コールセンター 
・相談窓口センター 

業務

委託 
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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第８１号 

提  出  課 行政イノベーション課 

 
上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
の一部改正について 
 

１ 改正理由  

  本年１２月に現行の被保険者証の発行が終了することに伴い、子どもの医療費助成事業

などにおいて個人番号を利用し、保険情報等を確認するため、特定個人情報の種類に、医

療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報を追加するなど、所要の改正を行う

もの 

 

２  主な改正内容 

⑴ 次の５つの医療費助成事業において、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する

法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報を取得できるよう改

める。（別表第２関係） 

 ・子ども医療費助成事業 

・妊産婦医療費助成事業 

・ひとり親家庭等医療費助成事業 

・重度心身障害者医療費助成事業 

・老人医療費助成事業 

⑵ 次の３つの医療費助成事業において、公的給付支給等口座登録簿関係情報を取得でき

るよう改める。（別表第２関係） 

 ・子ども医療費助成事業 

 ・ひとり親家庭等医療費助成事業 

・老人医療費助成事業 

⑶ 生活保護法の改正に伴い、条例中引用する「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付

金」に改める。（別表第２関係） 

⑷ その他文言を整備する。 
 

＜参考＞ 

-4-



３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ 上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

別表第２（第３条関係） 

個人番号

利用機関 

個人番号利用

事務 

特定個人情報 

１ 上越

市長 

（略） 

上越市重度心

身障害者医療

費助成規則に

よる医療費の

助成に関する

事務であって

規則で定める

もの 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴及び⑵ 略 

⑶  医療保険各法

（健康保険法（大

正１１年法律第 

 ７０号）、船員保険

法（昭和１４年法

律第７３号）、私 

立学校教職員共済

法（昭和２８年法

律第２４５号）、 

国家公務員共済組

合法（昭和３３年

法律第１２８号）、

国民健康保険法

（昭和３３年法律

第１９２号）又は

地方公務員等共済

組合法（昭和３７

年法律第１５２

号）をいう。以下同

じ。）又は高齢者 

の医療の確保に関

する法律（昭和 

５７年法律第８０

号）による医療に

関する給付の支給

又は保険料の徴収

別表第２（第３条関係） 

個人番号

利用機関 

個人番号利用

事務 

特定個人情報 

１ 上越

市長 

（略） 

上越市重度心

身障害者医療

費助成規則に

よる医療費の

助成に関する

事務であって

規則で定める

もの 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴及び⑵ 略 

⑶ 上越市国民健康

保険条例（昭和 

４６年上越市条例

第６６号        

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

         

  ）又は高齢者

の医療の確保に関

する法律（昭和 

５７年法律第８０

号）による医療に

関する給付の支給

又は保険料の徴収
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改  正  案 改  正  前 

に関する情報     

                 

                 

     

⑷～⑹ 略 

 （略） 

 生活に困窮す

る外国人に対

する生活保護

の措置に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴  医療保険各法 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

             

        

      又は高

齢者の医療の確保

に関する法律によ

る医療に関する給

付の支給又は保険

料の徴収に関する

情報 

⑵～⑺ 略 

⑻ 生活保護関係情

報又は生活保護法

第５５条の５第１

項の進学・就職準

に関する情報（以

下「医療保険給付

関係情報」とい

う。） 

⑷～⑹ 略 

 （略） 

 生活に困窮す

る外国人に対

する生活保護

の措置に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴  医療保険各法

（健康保険法（大

正１１年法律第 

７０号）、船員保険

法（昭和１４年法

律第７３号）、私 

立学校教職員共済

法（昭和２８年法

律第２４５号）、国

家公務員共済組合

法（昭和３３年法

律第１２８号）、 

国民健康保険法

（昭和３３年法律

第１９２号）若し

くは地方公務員等

共済組合法（昭和

３ ７ 年 法 律 第 

１５２号）をいう。

以下同じ。）又は高

齢者の医療の確保

に関する法律によ

る医療に関する給

付の支給又は保険

料の徴収に関する

情報 

⑵～⑺ 略 

⑻ 生活保護関係情

報又は生活保護法

第５５条の５第１

項の進学準備給付
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改  正  案 改  正  前 

備給付金の支給に

関する情報 

⑼～（２２） 略 

（２３） 公的給付支給等

口座登録簿関係情

報 

 （略） 

 上越市老人医

療費助成規則

による医療費

の助成に関す 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴～⑷ 略 

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

⑸ 医療保険各法又

は高齢者の医療の

確保に関する法律

による医療に関す

る給付の支給又は

保険料の徴収に関

する情報 

⑹ 公的給付支給等

口座登録簿関係情

報 

 （略） 

 上越市ひとり

親家庭等医療

費助成規則に

よる医療費の 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴～⑶ 略 

助成に関する

事務であって

規則で定める

もの 

⑷ 医療保険各法又

は高齢者の医療の

確保に関する法律

による医療に関す

る給付の支給又は

保険料の徴収に関

する情報 

⑸ 公的給付支給等

口座登録簿関係情

報 

 

 

 

上越市妊産婦

及び子どもの

医療費助成に 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 
    

金     の支給に

関する情報 

⑼～（２２） 略 

（２３） 公的給付支給口

座登録簿関係情報 

   

 （略） 

 上越市老人医

療費助成規則

による医療費

の助成に関す 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴～⑷ 略 

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

⑸ 医療保険給付関

係情報者の医療の

確保に関する法律

による医療に関す

る給付の支給又は

保険料の徴収に関

する情報 

⑹ 公的給付支給等

口座登録簿関係情

報 

 （略） 

 上越市ひとり

親家庭等医療

費助成規則に

よる医療費の 

次に掲げる情報であ

って規則で定めるも

の 

⑴～⑶ 略 

助成に関する

事務であって

規則で定める

もの 

⑷ 医療保険給付関

係情報          

                

                

                

                

         

         

         

  

 

 

 

上越市妊産婦

及び子どもの

医療費助成に 

地方税関係情報であ

って規則で定めるも

の 
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改  正  案 改  正  前 

 関する条例に

よる医療費等

の助成に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

⑴ 地方税関係情報 

⑵ 医療保険各法又

は高齢者の医療の

確保に関する法律

による医療に関す

る給付の支給又は

保険料の徴収に関

する情報 

⑶ 公的給付支給等

口座登録簿関係情

報（子どもの医療

費助成に限る。） 

 （略） 

（略） 
 

 関する条例に

よる医療費等

の助成に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

⑴ 地方税関係情報 

⑵ 医療保険各法又

は高齢者の医療の

確保に関する法律

による医療に関す

る給付の支給又は

保険料の徴収に関

する情報 

⑶ 公的給付支給等

口座登録簿関係情

報（子どもの医療

費助成に限る。） 

 （略） 

（略） 
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所 管 委 員 会 総務常任委員会 

関 係 案 件 議案第７８号 

提 出 課 市民課 

 

歳出科目（Ｐ18～Ｐ19） 2款 3項 1目 戸籍住民基本台帳費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

戸籍住民基本台帳費 204,530 1,309 205,839 

 

主 な 財 源 主 な 経 費 

国庫支出金          1,309 

 

 委託料              1,309 

 

 

 

【補正理由】 

戸籍法の一部改正を受け、戸籍に記載する氏名の振り仮名を本籍人に確認するための通

知に係るシステム改修に要する委託料を増額するもの 

 

【補正内容】 

（歳入） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

国庫支出金 
社会保障・税番号制度システム 

整備費補助金 
0 1,309 1,309 

 

（歳出） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

委託料 戸籍システム改修委託料 880 1,309 2,189 

 

＜目的＞ 

行政のデジタル化の推進に当たり、氏名の振り仮名を一意のものに特定し公証するもの 

＜改修内容＞ 

戸籍に記載する氏名の振り仮名を本籍人に確認する通知書の印刷に必要なデータの出力

機能を戸籍情報システムに付加する。 

＜スケジュール＞ 

令和 7年 5月（予定） 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律等の一部を改正する法律」の施行 

法施行後、本籍人への氏名の振り仮名の確認通知（市→本籍人） 

法施行後一年以内 本籍人による氏名の振り仮名の届出（本籍人→市） 

法施行一年後 届出がない本籍人の氏名の振り仮名の職権記載 
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